
学校法人会計基準
第五章 会計監査人非設置知事所轄学校法人に関する特例
（計算書類の作成に関する特例）
第五十条 会計監査人非設置知事所轄学校法人は、第十六条及び第四十一条第一項の規定

にかかわらず、活動区分資金収支計算書又は基本金明細書（高等学校を設置するもの
にあつては、活動区分資金収支計算書に限る。）を作成しないことができる。
旧学校法人会計基準（計算書類の作成に関する特例）
第三十七条 都道府県知事を所轄庁とする学校法人（以下「知事所轄学校法人」とい

う。）は、第四条の規定にかかわらず、活動区分資金収支計算書又は基本金明細
表（高等学校を設置するものにあつては、活動区分資金収支計算書に限る。）を
作成しないことができる。

（徴収不能引当ての特例）
第四十八条 都道府県知事を所轄庁とする学校法人（会計監査人を置くものを除く。以下

「会計監査人非設置知事所轄学校法人」という。）（高等学校を設置するものを除く。
次条において同じ。）は、第十条の規定にかかわらず、徴収不能の見込額を徴収不能
引当金に繰り入れないことができる。
旧学校法人会計基準（徴収不能引当ての特例）
第三十八条 知事所轄学校法人（高等学校を設置するものを除く。次条において同じ。）

は、第二十八条の規定にかかわらず、徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り
入れないことができる。

（基本金組入れに関する特例）
第四十九条 会計監査人非設置知事所轄学校法人は、第十三条第一項の規定にかかわらず、

同項第四号に掲げる金額に相当する金額の全部又は一部を基本金に組み入れないこと
ができる。
旧学校法人会計基準（基本金組入れに関する特例）
第三十九条 知事所轄学校法人は、第三十条第一項の規定にかかわらず、同項第四号

に掲げる金額に相当する金額の全部又は一部を基本金に組み入れないことができ
る。

学校法人会計基準
第六章 放送大学学園に関する特例
第五十一条 放送大学学園は、この省令の規定にかかわらず、放送大学学園に関する省令
（平成十五年文部科学省令第三十九号）の定めるところにより、会計処理を行い、会計帳
簿、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録を作成するものとする。


